
訪れた日本庭園の丘に咲く、「ぼけの花」の色やかたち、その可憐さに惚れ惚れする。大好き
なこの花のように‥られればいいなァ～なんて思っていたら、花の字が全然違う。「ぼけ→木

瓜」中国原産バラ科落葉樹。葉は長楕円、春に紅色、淡紅色、白色、または絞りなどの五弁花を開き、球形のリンゴ
に似た堅い果実を結び、別称クサボケと記されている。人間勝手に“なりたいもの”を夢に描き、鳥になったり花になっ
たり、そんなことを夢に描ける自分は、意外に幸せ者なんだなアと思う。それでは皆さん、空想の時間です。思い切
り夢を見て遊びましょう。（万博日本庭園にて）　　　　　　　　　　　　　写真と文　　藤本　俊一（APA/JPS）
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人間得手勝手

職場内で回覧しましょう

◦ご存じですか海外療養費の制度
◦全国健康保険協会管掌健康保険　生活習慣病予防健診・特定健康診査お申し込みから受診までのご案内
◦協会けんぽからのお知らせ　　◦社保俳壇
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　健康保険においては、海外滞在中の病気やけがに対
しても、国内と同じように保険の給付が行われます。
　ただし、保険給付といっても、海外には健康保険の
保険医療機関や保険薬局が存在しませんので、被保険
者や被扶養者が海外の医療機関で診療を受けた場合に
は、健康保険法に基づく償還払い（療養費）の方法が
とられます。
　健康保険では被保険者や被扶養者が病気やけがをし
たときには、健康保険被保険者証を医療機関の窓口に
提示し医療費の一部を負担することで診療を受けられ
る療養の給付等を行うことを原則としています。
　しかし、療養の給付等を行おうとしても行えない場
合もあり、そのため、現金給付としての療養費（償還
払い）の支給方法を認めています。
　したがって、療養費の支給は、療養の給付等の補完
的役割を果たすものであり、次のような場合に限り認
められています。
⑴　保険者が療養の給付等を行うことが困難であると
認めた場合。

⑵　保険医療機関以外の病院、診療所、薬局その他の者
から診療、薬剤の支給等を受け、保険者がそれをやむ
を得ないものと認めた場合。
　海外の医療機関において診療を受けた場合について
も、この支給要件に基づき療養費が支給されることに
なります。

海外療養費の支給申請手続き

　海外に出かける理由として、旅行、出張等は問わず
療養費は支給されますが、療養を目的として海外に出
向き、診療を受けた場合には療養費は支給されません。
　療養費の支給額は、厚生労働省告示の「健康保険法
の規定による療養に要する費用の額の算定方法」に基
づき、療養の給付等を受けたとすればどれだけの費用
が必要なのか算出し、その算出額から一部負担すべき
額を差し引いた額が支給されます。
　なお、支払った額が前記により算定した額を下回る
場合は、現に支払った額により算出します。
　医療機関で受ける診療のなかには健康保険の適用外
の診療もあり、これは療養費の計算の対象から外され
るため、療養費の支給額は、実際に支払った医療費に
見合うとは限りません。
　同様に、海外の医療機関で診療を受けた場合も、日
本国内で療養の給付等を受けた場合に要する費用に基
づき計算されますので、実際に海外の医療機関で支
払った医療費と療養費の支給額に差が生じてくる場合
があります。

　海外療養費は、前述のとおり、被保険者からの請求に基づき支給される償還払いの制度です。
　支給申請は、「療養費支給申請書」に必要な事項を記入のうえ、証拠書類を添付し、全国健康保険協会大阪支部
へ提出してください。
　なお、請求にあたっては、次のことに留意してください。

⑴　療養費支給申請書に添付する証拠書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文と翻訳者の住所、
氏名を明記したものを添付してください。

⑵　海外に滞在中の被保険者からの支給申請は、原則として国内の事業主等を経由して行い、その受領は事業主
等が代理で行ってください。

⑶　海外に滞在中の被保険者の療養費等の支給にかかる照会は、事業主等を経由して行ってください。

　療養費支給申請書等の用紙は、全国健康保険協会大阪支部に備え付けてありますが、請求の手続き等につい
てわからないことがありましたら全国健康保険協会大阪支部（06－6201－7070）へお問い合わせください。

海外療養費の制度
ご 存 じ で す か
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〒541-8549　大阪市中央区平野町2−3−7　アーバンエース北浜ビル11階
TEL 06−6201−7077（健診直通）

全国健康保険協会大阪支部・保健サービスグループ

お申し込み・お問い合わせ

健診機関の詳細は全国健康保険協会ホームページ（http://www.kyoukaikenpo.or.jp/）をご覧ください。

2

3

4

全国健康保険協会管掌健康保険

1 1

生活習慣病予防健診

生活習慣病予防健診

特 定 健 康 診 査

特 定 健 康 診 査

お申し込みから受診までのご案内お申し込みから受診までのご案内

（お勤めのご本人様の健診） （扶養家族様の健診）

健診機関に
予約する

受診券申請書
を「協会けんぽ」
に郵送する

健診申込書を
「協会けんぽ」
に郵送する

「協会けんぽ」
から受診券が送
られる

健診機関から
「質問票」等が
送られる

健診機関に
予約する

受診する（日程
変更等は健診機
関へ連絡する）

受診する（日程
変更等は健診機
関へ連絡する）

2

3

4
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都道府県ごとの健康保険料率への移行について

※40歳から64歳までの方（介護保険第２号被保険者）は、これに全国一律の介護保険の保険料率（1.19％）が加わります。

大 阪 支 部 　8.2％　 ➡　 8.22％

詳しくは全国健康保険協会ホームページ（http://www.kyoukaikenpo.or.jp/）をご覧ください。

　協会けんぽの健康保険の保険料については、現在、全国一律の保険料率（8.2％）となっていますが、
平成18年に健康保険法が改正され、平成21年９月に都道府県ごとの保険料率に移行します。
　今般、協会において国の関係政省令に基づき、以下のとおり、都道府県単位保険料率を定め、厚
生労働大臣の認可を受けましたので、お知らせいたします。
　都道府県ごとの保険料率は、９月分の保険料（10月納付分）から適用されます。
※大阪府下の社会保険事務所で適用になっている事業所にお勤めの方は、大阪府（大阪支部）の健康保険料率が適用
されます。

全国健康保険協会　大阪支部 〒541-8549　大阪市中央区平野町2−3−7
　アーバンエース北浜ビル11階

TEL 06−6201−7070（代表）

現行 平成21年9月分（10月納付分）～

協 会 け ん ぽ か ら の お 知 ら せ

都道府県ごとの健康保険料率への移行について
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大阪社会保険事務局・社会保険事務所

「ねんきん定期便」を受け取られた皆さまへ
年金記録問題につきましては、皆さまにご迷惑をおかけしております。改めて心よりお詫び申し上げます。
この問題の解決のため、新たに、４月より現役加入者の皆さまに、誕生月に「ねんきん定期便」をお送り
しています。引き続き、皆さまのご理解、ご協力をお願い申し上げます。

「ねんきん定期便」とは

「ねんきん定期便」で確認できることは

年金記録を定期的にご確認いただけるよう、国民年金・厚生年金の現役加入者の方
にお送りするものです。
平成21年4月から、2色の封筒により、誕生月にお送りしています。
●オレンジ色の封筒：年金記録に「もれ」や「誤り」のある可能性の高い方
●水色の封筒：それ以外の方

◆これまでの年金加入期間（共済組合の期間は記載しておりません）
◆加入実績に応じた年金見込額（年金受給（支給停止の方も含む）の方は
　記載しておりません）
◆年金加入履歴（共済組合の期間は記載しておりません）
◆これまでの保険料納付額
◆国民年金保険料の納付状況
◆厚生年金保険の標準報酬月額等の月別状況

裏面に続く

ご自分の年金記録等についてご確認ください

「ねんきん定期便」を受け取られた皆さまへ



「ねんきん定期便」に「年金加入記録回答票」（青色・白色）を同封しています。
●青色の方：「もれ」や「誤り」がある場合もない場合も必ずご回答ください。

※青色の回答票は、「ねんきん特別便」にご回答いただいていない方や、標準報酬月額に誤りのある可能性が
　ある方などに同封されています。

○白色の方： 「もれ」や「誤り」がある場合のみご回答ください。
◦「ねんきん特別便」において「もれ」や「誤り」の記録訂正のご回答をいただいた方におかれましては、改めて

ご回答いただく必要はありません。
　なお、記録訂正の調査結果がお手元に届いていない方におかれましては、当該記録は「ねんきん定期便」には

反映されておりません。調査結果につきましては、おそれいりますが、いましばらくお待ちくださるようお願
い申し上げます。

◦ご回答をいただく場合は、同封の返信用封筒により、社会保険業務センターあてご返送いただきますようお願
いいたします。

※一部の IP電話およびPHSからは「東京０３－６７００－１１４４」にお電話ください。
※大変申し訳ありませんが、通話料金（一般の固定電話の場合、接続先にかかわらず市内通話料金）は
　ご負担いただきますようお願い申し上げます。
　なお、携帯電話からおかけいただいた場合の通話料金は、全額お客さまのご負担となります。
※このダイヤルでは、「ねんきん特別便」に関するお問い合わせについてもお受けいたします。
※間違い電話が大変多くなっております。番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

（受付時間）月～金曜日：午前9時～午後8時まで
　　　　　　第２土曜日：午前9時～午後5時まで

（なお、祝日、12月29日～1月3日はご利用いただけません）

わからないことや疑問な点があれば
『ねんきん定期便専用ダイヤル』へ！

０５７０－０５８－５５５

※各共済組合等における加入記録については、各共済組合等にお問い合わせください

オレンジ色の封筒の方は、同封のお知らせもご確認ください
＜お知らせ１＞ ＜お知らせ２＞

確認した後の手続きは

年金加入記録に結び付く
可能性のある記録のお知らせ

標準報酬月額に誤りのある
可能性のある記録のお知らせ

コンピューターでの名寄せ作業によって、年金
加入記録に結び付く可能性のある記録が見つ
かった方には、記録の一部を記載したお知ら
せを同封しております（オレンジ色の封筒で送
付）。十分にご確認
いただき、ご自身
の記録である場合
には、回答票にて
ご回答をお願いい
たします。

「ねんきん定期便」でお知らせした標準報酬月額
に誤りのある可能性がある方には、実際とは違
う金額に引き下げて訂正されている可能性があ
る部分を朱書きしたお知らせを同封しておりま
す（オレンジ色の
封筒で送付）。十
分にご確認いた
だき、その結果を
回答票にてご回
答ください。


